
改正前 改正後
別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

県内の市町の執行
機関

事務

佐賀県事務処理の
特例に関する条例
（平成12年佐賀県
条例第２号）第２
条の表第１号の右
欄に掲げる市町の
長

　略

各市町の長 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26
年法律第127号）第10条第３項の規定による空
家等の所有者等の生存の事実又は氏名若しくは
住所の確認

県内の市町の執行
機関

事務

佐賀県事務処理の
特例に関する条例
（平成12年佐賀県
条例第２号）第２
条の表第１号の右
欄に掲げる市町の
長

　略
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